
- 1 -

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
）

復
興
庁
設
置
法
案
（
閣
法
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
に
基
づ
き
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
推
進
す
る
た
め
、

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
内
閣
官
房
と
と
も
に
助
け
る
こ
と
及
び
主
体
的
か
つ
一
体
的
に
行
う
べ

き
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
行
政
事
務
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
遂
行
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
復
興
庁
を
設
置
す

る
こ
と
と
し
、
そ
の
所
掌
事
務
及
び
組
織
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
復
興
庁
の
設
置

内
閣
に
、
復
興
庁
を
置
く
。

二
、
復
興
庁
の
所
掌
事
務

１

復
興
庁
は
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

復
興
庁
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
行
政
各
部
の
事
業
を
統
括
し
及
び
監
理
す
る
事
務
、
復
興
に
関
す



- 2 -

る
事
業
に
関
し
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
要
望
を
一
元
的
に
受
理
し
、
当
該
要
望
へ
の
対
応
方
針
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ

く
当
該
要
望
に
係
る
措
置
を
講
ず
る
事
務
、
復
興
に
関
す
る
事
業
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
事
業
に
必
要
な
予
算
を
一
括
し

て
要
求
し
、
確
保
し
、
関
係
行
政
機
関
に
配
分
す
る
こ
と
の
事
務
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
求
め
に
応
じ
て
情
報
の
提
供
、

助
言
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
行
う
事
務
並
び
に
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
規
定
す
る
復
興
推
進
計
画
の
認
定
及

び
復
興
交
付
金
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
。

三
、
復
興
庁
の
組
織

１

復
興
庁
の
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
し
、
復
興
庁
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
内
閣
法
に
い
う
主
任
の
大
臣
と
し
て
、
二

の
２
の
事
務
を
分
担
管
理
す
る
。

２

復
興
庁
に
、
復
興
大
臣
を
置
き
、
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
復
興
大
臣
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
す
る
資
料

の
提
出
請
求
権
、
勧
告
権
及
び
求
報
告
権
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
に
対
す
る
意
見
具
申
権
を
有
す
る
。
関
係
行
政
機
関
の

長
は
、
当
該
勧
告
を
十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

復
興
庁
に
、
副
大
臣
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
他
の
府
省
の
副
大
臣
ま
た
は
大
臣
政
務
官
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て

充
て
る
副
大
臣
ま
た
は
大
臣
政
務
官
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
復
興
大
臣
が
指
定
す
る
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
、
復
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興
大
臣
の
命
を
受
け
、
特
定
の
復
興
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
政
務
に
関
し
、
復
興
大
臣
を

補
佐
す
る
。

４

復
興
庁
に
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
復
興
推

進
会
議
を
置
く
。
復
興
推
進
会
議
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と
し
、
全
て
の
国
務
大
臣
等
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

５

復
興
庁
に
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
の
実
施
状
況
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
復
興
推
進
委
員
会
を
置
く
。
復
興
推
進
委
員
会
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち

か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
委
員
長
及
び
委
員
十
四
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

６

復
興
庁
に
、
地
方
機
関
と
し
て
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
の
各
県
庁
所
在
地
に
復
興
局
を
置
く
。

四
、
復
興
庁
の
廃
止

復
興
庁
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

五
、
国
務
大
臣
の
増
員
等

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
国
務
大
臣
を
一
人
増
員
し
、
内
閣
府
の
副
大
臣
の
定
数
は
、
復
興
副
大
臣
を
兼
ね
る

副
大
臣
を
除
き
、
三
人
と
す
る
。
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六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
復
興
庁
の
任
務
を
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
内
閣

官
房
と
と
も
に
助
け
る
こ
と
及
び
主
体
的
か
つ
一
体
的
に
行
う
べ
き
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
行
政
事
務
の
円
滑

か
つ
迅
速
な
遂
行
を
図
る
こ
と
と
す
る
こ
と
、
所
掌
事
務
に
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
行
政
各
部
の
事
業
を
統

括
し
及
び
監
理
す
る
こ
と
、
復
興
に
関
す
る
事
業
に
関
し
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
要
望
を
一
元
的
に
受
理
し
、
当
該
要
望
へ

の
対
応
方
針
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
く
当
該
要
望
に
係
る
措
置
を
講
ず
る
事
務
、
復
興
に
関
す
る
事
業
の
う
ち
政
令
で
定
め
る

事
業
に
必
要
な
予
算
を
一
括
し
て
要
求
し
、
確
保
し
、
関
係
行
政
機
関
に
配
分
す
る
こ
と
の
事
務
等
を
追
加
す
る
こ
と
、
関
係

行
政
機
関
の
長
の
復
興
大
臣
の
勧
告
尊
重
義
務
を
明
記
す
る
こ
と
、
復
興
庁
に
置
く
副
大
臣
を
一
人
か
ら
二
人
に
す
る
と
と
も

に
、
大
臣
政
務
官
は
他
の
府
省
の
大
臣
政
務
官
が
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
、
附
則
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の

施
行
状
況
の
検
討
規
定
及
び
国
会
へ
の
報
告
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


